
美

作

國

誕

生

寺

の

傳

説

石

橋

誡

道

た

.・
名
を
聞
く
だ
に
非
常
に
慕
は
し
く
思
は
る

、
は
か
の
美
作
の
誕
生
寺
で
あ
る
。
そ
は
わ
が
宗
祺
法
然
上
人
が

降
誕
あ
そ
ば
さ
れ
た
聖

地
だ
か
ら
で
あ
る
。
予
は
二
度
ま
で
も
か
の
聖
地
に
參
詣
し
た
か
、
い
つ
も
な
ん

こ
な
く

一
種

い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
懷

か
し
さ
を
覺
え
て
、
去

る
に
忍
び

な
い
や
う
な
心
地
か
し
た
。

こ
れ
は
上
人
の
御
降
誕
の
時
に
二
旗
の
か

・
つ
た
椋

の
木
で
あ
る
。
此
處

は
定
咀
が
創
傷
を
洗

つ
た
片
目
川
で
あ
る
。

こ
れ
は
法
然
上
人

の
御
兩
親

の
御
廟
で
あ
る
な

,ご
・
聞
か
さ
る

=
こ
、
全
く
七
百
有
餘
年
の
昔
の
事
-こ
も
思
は
れ
す
、

つ
い
先
頃
に
で
も
あ

つ
た
か
の
や
う
に

此
處
は
勢

至
丸
樣
が
幼

い
時
に
、
遯
び
戯
れ
遊
ば
し
た
野
ら
で
あ
ら
う
,
彼
處

は
上
入
が
登
り
給
ふ
た
小
山
で
あ
ら
う
な

さ
・
、
無
限
の
想

像

ε
感
慨

,こ
に
打
た
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
さ
れ
ば
出
來
偉
る
限
り
こ
の
美
作
の
誕
生
寺
や
、
そ
の
附
近
の
上
人
に
關

す
る
事
跡
を
細
か

に
取
り
調

べ
た
い
ε
思
つ
た
が
、
い
か
に
せ
ん
七
百
有
餘
年
の
春
秋
は
、
漸
く
事
情
を
湮
滅
し
、

特
に
誕
生
寺
は
中
古
火
災
兵
難
等
の
爲

に

全
く
史
料
が
失

は
れ
て
今
委
し
く
知

る
こ
ε
の
出
來
な

い
の
は
誠
に
殘
念
な
な
こ
ε
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
今
知
り
得
る
限
り
を
盡
し
て
、

こ

・
に
記

し
た
い
ε
思
ふ
。

久
米
南
條

の
沿
革

上
人
御
降
誕
の
地
は
久
米
南
條
稻
岡
庄
で
あ
る
が
、
そ
も
ー

こ
の
久
米
の
起
源
は
、
元
明
天
皇
の
和
銅
六
年

に
、
備
前

の
國
の
中
の
六
郡

(
久
米
、
英
多
、
勝
田
、
苫
田
、
大
庭
、
翼
島
)
を
割

い
て
、
美
作
國
を
置
か
れ
た
時
の

一
郡
の
名
稱
そ
の
ま

・
で
あ
る
、
所
が
そ
の
後
清
和
天
皇
の
貞
觀
年
中
に
久
米
郡
を
分
つ
て
久
米
南
條
・こ
久
米
北
條
ε
の

一
郡
ε
さ
れ
た
。
'
そ
の
の
ち
後
西
院
天
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皇

の
寛
文
元
年
に
美
作
の
國
圭
森
長
繼
が
之
を
改
め
て
久
米
南
郡
、
久
米
北
郡
ε
稱
ふ
る
に
至

つ
た
。
稻
岡
庄

く」
い
ふ
の
は
、

庄
は
庄
園
で

あ

つ
て
、

王
朝
時
代
以
後
、
勢
力
の
あ
る
寺

杜
、
及
び
各
個
人
の
私
有
地
で
而
も
庄
號
の
あ
る
土
地
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

所
が
和
銅
六
年
に

美
作
國
が

備
前
國
か
ら
分
れ
た
際
に
は
、
久
米
、
錦
織
、
大
井
、
倭
文
、
賀
美
(賀
茂
)、
長
岡
、
弓
削
の
七
郷
で
あ

つ
た
が
、
其
後
久
米
、

大
井
、
倭

文
、
弓
削

の
五
郷
は
庄

-こ
な
り
、
錦
織
は
錦
織

-こ
打
穴

・こ
の
二
郷
に
分
れ
、
賀
美
(賀
茂
)
は
垪
和
郷

-こ
稻
岡
庄

・こ
に
分
裂
し
、

稻

岡
庄
は
更

に
稻
岡
南
庄
,こ
稻
岡
北
庄

-こ
葛
虫
庄

(保

延
五
年

に
原
田
庄

ε
改
む
)
ぐ」に
別
れ
た
。
叉
長
岡
庄
は
長
岡
庄

-こ
佐
良
庄
ε
に
分
れ

た
。
其
後
幾
多
の
變
遷
を
經
て
明
治
元
年
の
頃
は
稻
岡
庄
が
分
裂
し
て
十
六

ケ
村

ε
な
つ
た
。
(
久
米
郡
誌
)

°

漆

氏
及

び
秦

氏

の
系

統

法
然
上
人
の
父
時
國
公
の
系
圖
を
考

へ
て
み
る
に
、
仁
明
天
皇
の
皇
子
に
、
西
三
條

右
大
臣
源
光
公
-、』
い

ふ
人
が
あ

つ
た
が
、
そ
の
後
胤
に
式
部
太
郎
源
の
年

・こ
い
ふ
人
が
あ

つ
た
。

所
が

こ
の
人
は
陽
明
門
に
於
て
藏
人
粂
高
を
殺
し
た
罪
に
ょ
つ

て
美
作
國

に
配
流
さ
れ
た
。
然
る
に
こ
の
國
の
久
米
の
押
領
使
諍
戸
の
大
夫
漆
元
國
の
娘
を
娶
つ
て
男
子
を
擧
け
た
。

所
が
元
幗
に
は
男
子

が
な
か
つ
た
か
ら
、
か
の
外
孫
を
自
分
の
子
-こ
し
て
そ
の
跡
を
繼
か
し
め
た
ミ
同
時
に
、
源
の
姓
を
改
め
て
漆
盛
行

・こ
稱

へ
た
。

こ
の
盛
行

の
子
が
重
俊
、
重
俊
の
子
が
國
弘
、
國
弘
の
父
子
時
國
で
あ
る
。

所
が
こ
の
漆
家
は
美
作
の
國
で
は
三
貴
家
の

一
に
數

へ
ら
る

、
も
の
で
、

即
ち

一
に
海
氏
'
1
lに
漆
氏
、
三
に
菅
原
氏
で
あ
る
。
國
人
は
之
を
三
家
の
君
逹
・こ
稱

へ
た
。
漆
氏
は
斯
う
し
た
名
門

で
あ
つ
た
の
で
、
時

國
公
が
常

に
本
姓
に
優

心
を
も

つ
て
ゐ
ら
れ
た
の
も
ま
た
無
理
の
な
い
こ
・こ
で
あ

る
。

次
に
秦

氏
の
系
統
を
探

つ
て
み
る
・こ
、
紳
功
皇
后
征
韓

の
後
、
應
禪
天
皇
の
御
宇
十
四
年
に
、
秦
の
始
皇
帝
の
第
三

世
孝
武
王
は
、
亂
を

避
け
て
朝

鮮
に
來
た
が
、
そ
の
裔
功
満
王
の
子
、
融
逋
王
(
弓
月
の
君
)
は
、
百
二
十
七
縣
の
民
を
牽
ゐ
て
我
國
に
歸

化
し
た
。

そ
の
四
月
に

は
百
濟

か
ら
裁
縫
に
巧
で
あ
つ
た
女
眞
津
を
献
じ
、

そ
の
二
十
年
に
は
漢
の
靈
帝
の
裔
な
る
阿
知
使
主
が
そ
の
子
都
加
使
主
-こ
共
に
十
七
縣

の
民
を
傘

ゐ
て
ま
た
歸

化
し
た
の
で
あ
る
。
斯
る
新
來
の
入

々
に
よ

つ
て
我
國
の
文
化
は

一
新
紀
元
を
劃
す
る
に
至

つ
た
。

而
し
て
こ
の
融

は

れ

は
た
の
い
み

通
王
の
率
ゐ
た
民
族
が
即
ち
錦
織
部
で
あ
る
。
こ
の
民
族
は
養
蠶
並
に
機
業
が
頗
る
堪
能
で
あ
つ
た
の
で
仁
徳
天
皇
の
御
代
に
機
織

(
秦
忌
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き

ヨ

ヨ

寸
)
の
姓
を
賜
ひ
、
叉
阿
知
使
主
が
傘

ゐ
て
ゐ
た
漢
民
も
ま
た
こ
の
術
に
優
秀

で
あ

つ
た
か
ら
綾
錦
の
姓
を
賜
は
つ
た
。

か
く
て
天
皇

は
此

等

の
人

々
を
諸
國
に
配
置
し
て
養
蠶
絹
織
を
獎
勵
し
給
ふ
た
、
こ
の
時
秦
氏
の

一
族
は
錦
織
部
の
長
く」
な
り

部
民
を
率

ゐ
て
久
米
郡
に
至
り

盛
ん
に
養
蠶
機
業
に
努
力
し
た
、
今
久
米
郡
の
三
保
村
に
あ
る
錦
織
神
肚
は
こ
の
秦
氏
の
祺
先
を
祀

つ
た
も
の
で
あ
る

ご
傳

へ
ら
れ
て
あ
る

叉
三
代

實
録

に
依

る
に
清

和
天
皇
の
費
觀
七
年
十

一
月
三
日
、
美
作
國
久
米
郡
の
人
、
秦
豐
永
は
天
性
孝
行

に
し
て
志
敬
順
に
在
り
、
幼

稚

の
年
二
親
を
養

ふ
こ
ーこ
を
致
す
、
父
母
亡
し
て
後
常
に
墳
墓
を
守
る
.
位
を
三
階
に
叙
し
、
課
役
を
免
し
門
閭
に
表

し
て
衆
庶
を
し
て
知

ゆ

げ

ら
し
む
ε
記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
秦
氏
は
こ
の
國
に
於

て
も
相
當
に
名
望
が
あ

つ
た
も
の
・こ
思
は
る

、
。
叉
弓
削
町

に
も
波
多
紳
肚
・こ
い
ふ

が
あ
る
が

、
こ
れ
も
秦
氏
の
租
先
を
祀

つ
た
も
の
で
あ
ら
う
・こ
い
は
れ
て
あ
る
。(
久
米
郡
誌
、
作
陽
誌
、
三
代
實
録
.
勅
傳
翼
賛
、

國
史
辭

典
等
)

誕

生

寺

の
沿

革

誕
生
寺
の
創
立
に
就
て
は
、
蓮
門
精
舍
舊
詞
三
士

二
卷
.
長
尾
勝
明
の
作
陽
誌
中
卷
、
勅
修
御
傳
翼
賛
五
+
卷
.

久
米
郡
誌
等
の
記
事
は
必
す
し
も

一
定
し
て
ゐ
な
い
が
、
今
こ
れ
ら
の
読
を
參
考
し
て
そ
の
大
要
を
述
べ
て
み
た
い
ーこ
思
ふ
。

ま
つ
作
陽
誌

こ
ち
こ
そ

の
論

に
よ
れ
ば
、
法
然
上
人
が
四
十
三
歳
の
時
に
、
親
ら
來

つ
て
兩
親

の
墓
に
展
し
、

一
宇
を
建
て

・
栃
肚
山
誕
生
寺

・こ
稱
し
、

嚴
父
か
ら

傳

へ
た
阿

彌
陀
如
來
を
本
奪
、こ
し
、
叉
自
ら
自
像
を
刻
ん
で
、
こ
れ
を
後
昆
に
遺
さ
れ
た
ーこ
記
さ
れ
て
あ

る
。
所
が
寺
傳
に
依

れ
ば

、

上
人

開
宗
の
後

つ
ら
く

御
兩
親
の
事
を
思
ひ
、
故
郷
を
偲
ば
せ
給
ふ
折
か
ら
等
身
の
自
像
を
彫
刻
し
て
、

之
を
故
郷
に
持

參
せ
ん

、こ
思
召
さ
れ

た
が
、
殆
ん
さ
其
の
暇
も
な
か
つ
た
の
で
、
後
に
熊
谷
入
道
に
托
し
て
之
を
膾
り
給
ふ
た
。
そ
こ
で
熊
谷
は
は
る
く

そ
の
木
像
を
持
參
し

て
、
御
兩
親
の
御
廟
の
前

に
草
庵
を
結
び
、
そ
の
象
像
を
安
置
し
た

ざ
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。
叉
勅
傳
の
翼
賛
に
は
、

此
寺

は
い
つ
誰
人
に
よ

つ
て
建
て

ら
れ
た
か
は
明
か
で
な

い

。
但
し
影
堂
の
本
奪
は
上
人
四
+
三
歳
の
直
形
三
尺
の
坐
像
木
影
で
、
熊
谷
入
道
が
持
參
し
て
安
置
し

奉

つ
た
も

の
で
あ
り
、
大
師
御
自
作
の
奪
像
で
あ

る
ご
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。
か
の
寺
は
か
の
入
道
の
營
建
で
、
建
久
以
後
の
草
創
で
あ
る
か

も
知
れ
な

い
ーこ
記
さ
れ
て
あ
る
。
叉
蓮
門
精
舍
舊
詞
の
読

は
、
之

-こ
は
少
し
違

つ
て
ゐ
る
が
、
今
何
れ
が
眞
で
あ
る
か
、

そ
れ
を
剿
定
す
る
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lIJ
は
出
來
な
い
o

其
後

此
の
地
の
代

々
の
領
圭
等
か
ら
幾
多
の
寄
附
が
あ
つ
た
樣
子
で

一
時
は
中
々
盛
ん
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
永
祿
の
頃
兵
火
の
爲

に
堂
宇
は
蠱
く
燒
失
し
て
、
全
く
そ
の
實
情
を
知
る
こ
ε
が
出
來
な
く
な
つ
た
。
所
が
そ
の
頃
其
地
を
領
知
せ
ら
れ
た
原

田
三
河
守
貞
佐
が

寄
附
せ
ら

れ
た
折
紙
が

一
通
殘

つ
て
ゐ
る
。
其
文
に
、
御
寺
領
先
年
の
如
く
百
石
の
都
合
立
置
候
故
者
寺
僭
中
而
懈
怠
な
き
様
相
勤
む
可
き

事
專
要
に
候
、
右
旨
趣
件
の
如
し
.
弘
治
二
年
三
月
吉
日
、
夲
朝
臣
原
田
三
河
守
貞
佐
印
、
誕
生
寺
方
丈
衆
中
-こ
記
さ
れ

て
あ
る
。

而
し
て
そ
の
火
災
の
後
承
祿
五
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
、
堂
宇
再
建
の
募
財
に
着
手
し
、
同
十
二
年
三
月
二
十
六
日
に

至
つ
て
始
て
上
棟

式
か
行
は
れ
た
。
其
の
領
主
は
當
寺
の
佳
持
光
天
祕
玉
和
上
で
、
大
壇
主
は
原
田
三
河
守
貞
佐
で
あ

つ
た
。

其
後
備
作
の
大
守
宇
喜
田
直
家
、
深
く
日
蓮
宗
に
歸
依
し
、
諸
宗

を
殄
滅
し
て
其
宗
を
興
さ
ん
ε
し
、

天
正
六
年
五
月

二
十
五
日
僭
俗

二

百
餘
人
を
牽
ひ
て
こ
の
寺
に
來
り
、
僭
徒
を
逐
ひ
堂
宇
を
毀
ち
、
ま
さ
に
御
影
堂
に
上
ら
ん
ε
す
る
時
、
或
人
潜
か
に
尊
像
を
員
ふ
て
山
中

に
隱
れ
、
以
て
そ
の
難
を
兎
れ
た
ε
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。
同
十
年
に
直
家
死
し
、
そ
の
嗣
子
秀
家
は
石
田
三
成
に
與
み
し
て
關

ケ
原
に
破
れ

後
に
八
丈
島
に
流

さ
れ
た
か
ら
、
當
時
の
住
持
深
譽
上
人
は
.
今
や
全
く
時
機
の
當
來
し
た
の
を
知

つ
て
、
藝
洲

の
沙
門

以
八
上
人
、
及
び

嚴
島
の
運
譽
上
人
等
の
助
力
を
得
て
、
其

の
再
興
を
企
て
ら
れ
た
。
仍
て
先
づ
知
恩
院
に
至
つ
て
誠
譽
上
入
の
賛
同
を
得
、
次
で
綸
命
を
蒙

つ
て
遽
に
舊
觀
に
復
す
る
こ
,こ
が
出
來
た
。
今
の
本
堂
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

さ
て
か
の
日
蓮
宗
徒
に
依

つ
て
誕
生
寺
が
逍
害
さ
れ
た
事
情
を

一
言
逋
べ
て
お
き
た
い
ε
思
ふ
。

そ
は
か
の
御
醍
醐
天
皇
の
第
六
の
皇
子

嵯
峨
大
覺
寺
殿
は
大
覺
寺
に
ま
し
ま
し
た
が
、
隨
身
の
入
々
等
に
催
が
さ
れ
て
、
嵐
山
で
賊
軍
ε
戰
ひ
、
敗
北
し
て
山
崎
に
逃
れ
、

日
蓮
上

人
の
高
弟

日
像

上
人
の
所
に
隱
れ
さ
せ
給
ふ
た
。
然
る
に
大
覺
寺
殿

は
も
ε
眞
言
宗
で
あ

つ
た
が
、

日
像
上
人
の
勸
め
に
よ
つ
て
途
に
日
蓮

宗
に
歸
依

せ
ら
れ
、
名
を
大
覺
大
上
人
・こ
改
め
給
ふ
た
。
そ
の
後
勤
王
の
士
募
集
の
爲
に
備
前
に
至
り
勤
王
の
士
多
田
入
道
に
會
ひ
、

備
前

の
各
地
を
巡
錫
し
給
ふ
た
。
か
く
て
備
前
は
漸
く
H
蓮
宗
が
盛
に
な
り
、
金
川
の
城
主
松
田
氏
を
始
め
、
浦
上
宗
景
、

宇
喜
多
直
家
等
も
之
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を
信
じ

、
途

に
領
内
に
令
し
て
改
宗
を
迫
り
、
若
し
從
は
ざ
る
者
は
之
を
追
放
す
る
に
至

つ
た
。
か
く
て
松
田
氏
は
豊
樂
寺
を
燒
き
、
直
家

は
佛
教
寺
、
清
水
寺
等
を
燒
い
て
改
宗
を
逍

つ
た
が
、
獨
り
誕
生
寺

の
深
譽
は
そ
の
命
令
に
從

は
す
し
て
淨
土
宗
を
固

守
し
た
爲
に
、

天
正

六
年
五
月

廿
五
日
、
日
蓮
宗
の
徒

二
百
餘
入

、

一
時
に
誕
生
寺

に
亂
入
し
て
、
堂
宇
を
破
壞
し
た
の
で
あ

る
、
こ
れ
は
ま
こ
ε
に
亂
暴
な
行

爲
で
あ

つ
た
が
、
そ
の
當
時
の
事
情
-こ
し
て
は
、
之
を

い
か
ん
、こ
も
す
る
こ
マ」
は
出
來
な
か
つ
た
。
然
し
な
が
ら
幸
に
し
て
、
宗
組
の
奪
像

の
失

は
れ
な
か
つ
た
こ
ーこ
は
、
不
幸
中
の
幸
く」言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
作
陽
誌
、
久
米
郡
誌
、
蓮
門
精
舍
舊
詞
、
勅
傳
翼
賛
)

岩
間

山
本

山
寺

の
傳

説

法
然
上
人
の
父
時
國
公
夫
妻
が
子
な
き
こ
ε
を
憂
ひ
、
神
佛
に
所
を
か
け
ら
れ
た

ε
い
ふ
r
l　/1に
就
て
は

四
卷
嬉

及
び
九
卷
傳
に
は
さ
ら
に
何
等
の
記
事
も
な
い
。
但
し
向
稱
寺
琳
阿
の
作
-こ
傳

ふ
る
九
卷
繪
詞
傳
に
は
左
の
記
事
が
あ
る
。

「
崇
徳
院
の
御
宇
に
、
父
美
作
國
久
米
の
押
領
使
漆
間
朝
臣
時
國
、
母
秦
氏
子
な
き
こ
ミ
を
憂

へ
て
、
夫
妻
心
を

ひ
マ」
つ
に
し
て
つ
ね
に

/

佛
紳

に
所
る
。
妻
の
夢

に
剃
刀
を
飮
む
ε
見
て
は
ら
み
ぬ
。
夢
み
る
所
を
も
つ
て
夫
に
語
る
。
夫
の
い
は
く
、
汝
が
は
ら
め
る
子
さ
だ
め
て

男
子
に
し
て

一
朝
の
戒
師
た
る
べ
き
表
事
な
り
ε
、
今
よ
り
已
來
そ
の
母
ひ
ご
へ
に
佛
法
に
歸
し
て
出
胎
の
時
に
い
た

る
ま
で
、

葷
腥
の
も

の
を
食

は
す
、
長
承

二
年
四
月
七
日
午
の
正
中
に
お
ぽ

へ
す
し
て
誕
生
す
る
、こ
き
二
の
は
た
天
よ
り
ふ
る
、
奇
異
の
瑞
相
な
り
、
權
化
の
再

誕
な
り
、
見

る
も
の
掌
を
合
は
す
L

ε
。

叉
十
六
門
記
及
び
勅
傳
の
記
事
も
こ
れ
・こ
殆
ん
さ
同
樣
で
あ

る
。
所
が
此
等
の
記
事
は
瀞
佛
に
所
を
か
け
た
ざ
い
ふ
の
み
で
何
處
の
紳
佛

に
断
つ
た
が

明
了
で
な
い
が
秘
傳
鈔
の
上
卷
に
は
、
當
國
岩
間
の
觀
晋
様
に
所
を
か
け
た
ε
記
さ
れ
て
あ
る
。
叉
十
卷
傳
に
は
、
菩
提
寺
の

觀
音
樣
に
所
ら
れ
た
ε
書

い
て
あ
る
。
所
が
翼
賛

に
も
逋
べ
ら
れ
て
あ
る
逋
り
。
菩
提
寺
・こ
い
ふ
寺
の
所
在
が
明
か
で
な
い
の
で
、

何
處
の

菩
提
寺

で
あ
る
か
明
了
で
な
い
。
恐
は
高
圓
の
菩
提
寺
で
は
な
か
ら
う
。
そ
れ
ゆ

へ
に
古
來
岩
間
の
觀
音
樣
に
所
り
を

か
け
て

法
然
上
人
を

授
か

つ
た
隔こ
い
ふ
傅
諡
に
な

つ
て
ゐ
る
。
仍
て
こ

・
に
岩
間
寺
の
由

來
を
記
し
て
み
た
い
さ
思

ふ
。

岩
間
寺
は
誕
生
寺
か
ら
は
巽
に
當
て
、
そ
の
道
程
は
五
十
町
許
り
、
そ
の
中
途
に
龍
燈

の
松
ε
い
つ
て
老
松
が
あ
る
、

こ
の
松
は
こ
の
觀
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音
の
御
開
帳

の
あ
る
度
毎
に
必
す
龍
燈
が
懸

つ
て
輝

い
た
爲
に
、
俗
に
之
毎
燎
松
、こ
稱

へ
た
ーこ
傳

へ
・ら
れ
て
あ
る
。
又

}
諡
に
、
時
國
夫
妻

所
願
の
時
、
常
に
龍
燈
が
輝

い
た
ε
も
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。

長
尾
勝

明

こ
い
ふ
人
か
著
し
た
校
正
作
陽
誌
井
に
久
米
郡
誌
等
の
読
に
依
る
に
、
岩
問
山
本
山
寺
は
初
は
こ
れ
を
新

山
、こ
い
ひ
役
の
行
者

～
の
腸
い
た
も
の
で
、
唐

の
鑑
眞
和
爾
が
興
隆
さ
れ
た
名
刹
で
あ
る
。
昔
し
役
小
角
は
曾
て
こ
の
山
に
入
り
、
久
し
く
苦
行
し
た
後
に
、

伯
耆

大
山
に
登
ら
れ
た
ご
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。
天
卒
勝
寳
六
年
に
鑑
眞
和
爾
が
唐
よ
り
來
り
大
に
教
化
を
施
し
て
後
、

こ
の
山
に
來

つ
て
伽
藍
を

建

て
新

山
の
名
を
改
め
て
本
山
寺
・こ
稱

へ
た
。
本
尊
は
聖
觀
音
ご
十

一
面
觀
音
、こ
が
左
右
に
並
ん
で
安
置
さ
れ
て
あ
る
。
.
こ
の
觀
音
の
由
來

は
下
の
如
く
に
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。

昔
、
古
道
法
師
,こ
い
ふ
人
が
あ

つ
た
が
、
ま
だ
俗
人
で
あ
つ
た
時
に
は
弓
削
師
古
、こ
稱

へ
た
。
曾
て
こ
の
山
に
入
つ
て
薪
を

作
ら
ん
言
て

切
り
に
斧
を
下
し
て
ゐ
た
が

、
俄
か
に
黒
風
四
面
よ
り
起
り
、
山
も
裂
け
ん
・こ
す
る
霹
靂
で
あ
つ
た
。
師
古
は
恐
れ
驚

じ
て
殆
ん
,ご
失
瀰
し

て
し
ま

つ
た
。
暫
く
に
し
て
風
雨
は
止
ん
だ
。
所
が
今
伐

つ
た
木
の
株
は
、
忽
ち
異
様
な
光
を
發
し
て
、
宛
か
も
聖
觀
音

.
及
び

十

咽
面
觀

昔
の
姿

に
見

へ
た
。
仍
て
師
古
は
感
嘆
し
て
つ
い
に
出
家
し
、
其
の
木
材
を
も
つ
て
自
ら
二
奪

の
御
姿
を
彫
刻
し
た
、
そ
れ
が

覗
今
の
本
奠

で
あ
る
。

そ
の
後
佐
伯
有
藾
こ

い
ふ
人
が
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
作
州
の
鷹
取
氏
の
組
先

で
あ
る
。
若

い
時
か
ら
獸
獵
を
好
み
、

一
勿
の
名
鷹
を
養

つ

て
ゐ
た
。
或
B
こ
の
鷹
が
忽
ち
覊
織
を
脱
し
て
山
中
に
遁
れ
た
。
有
頼
愴
惶

-こ
し
て
逐

つ
て
山
中
に
入
つ
た
。

日
は
・こ
つ
ぷ
り
ε
暮
れ
は
て

・
、
草
木
怒
號
し
、
山
鳴
り
谷
震

つ
て
實
に
物
凄

い
光
景

、こ
な
つ
た
。
そ
の
時
鷹

は
羽
を
揃

へ
て
直
下
し
た
。
有
韻
直

ち
に
そ
れ
を
擒

へ
ん

rj1,J
が

、
勿
毛
は
忽
ち
寳
劒
ε
な
り
、
烟
光
赫
々
ε
し
て
眼
目
を
奪

つ
た
。
有
頼
驚
怖
し
、
地
に
ひ
れ
伏
し
て
願
を
起
し
て
曰
く
、

吾
れ
夲

生
に
殺

生
を
好
む
、
是
を
以
て
佛
陀
靈
異
を
示
し
て
我
を
導
く
、
今
迷
妄
を
悟
ら
す
ん
ば
、
い
つ
く
ん
ぞ
覺
地
に
到
ら
ん
や
ε
て
、
自
ら
頭

髪
を
斷

つ
て
巖
窟
に
入
り
、
三
七
日
の
間
苦
修
練
行
し
だ
。
然
る
に

一
夕
夢
に
寳
劒
が

不
動
象

-こ
な
つ
て
下
の
如
き
偈

文
を
有
頼
に
授
輿
さ
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れ
た
。
鷹
鳥
變
化
不
動
劍
、
新
化
瀞
冥
寳
燈
劍
、
衆
生
變
易
佛
陀
劍
、
舊
成
如
來
金
色
劍
、
六
龍
献
珠
不
動
劍
、
國

家
擁
護
根
本
劍

、

六
輪

鉤
牽
佛

法
劍
、
諸
佛
成
道
涌
出
劍
。
・こ
。
是
に
於
て
有
頼
は
、
興
幅
寺
の
頼
光
法
師
を
師

ε
し
て
名
を
頼
觀
、こ
改
め
、
學
成
つ
て
後

に
こ
の

山
に

還
り
、
そ
の
法
統
を
嗣

い
だ

・こ
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。
其
後
久
米
師
眞

こ
い
ふ
人
も
亦
、
靈
瑞
を
感
じ
て
、

出
家

し
て
眞
道
法
師

、こ
稱

へ

大
に
堂

宇
を
興
營
し
、
盛
ん
に
法
光
を
輝
か
し
た
。
其
後
名
師
相
嗣

い
で
、
作
州
に
於
け
る
天
台
宗
の
唯

一
の
名
刹

、こ
な

つ
た
。

以

上
は
作
陽
誌
等
に
載
せ
ら
れ
た
傳
諡
の
大
要
で
あ
る
。
そ
の
傳
読
は
古
來
あ
り
ふ
れ
た
諸
寺
諸
山
の
傳
論
の
如
く
甚
だ

奇
怪

の
読
で
は

あ

る
が

、
然
し
ま
た
そ
の
中
に
何
等
か
の
あ
る
眞
理
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
ε
に
も
注
意
を
怠
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
依

つ
て
兎
も
角
之
を
記
載
す

る
こ

・こ
、
し
た
。
(
法
然
上
入
四
卷
傳
、
同
九
卷
傳
、
同
十
卷
傳
、
勅
修
御
傳
、
作
陽
誌
、
久
米
郡
誌
)

加

茂
騨

瓧

誕
生
寺
か
ら
餘
り
遠
く
な
い
處
に
加
茂
諍
肚
が
あ
る
。
こ
れ
は
昔
し
仁
明
天
皇

の
時
法
然
上
人
の
狙
先
源
年

(
作
陽
誌
に

は
源
元
俊
・こ
い
ふ
)
が
美
作
國
に
配
流
さ
れ
た
が
、
年
は
京
都
に
居
ら
れ
た
時
か
ら
常
に
下
加
茂
神
肚
を
信
仰
さ
れ
た
の
で
、

こ
の
地
に
來

て
後
も
相
變
ら
す
、
こ
の
紳
を
奪
信
さ
れ
た
。
所
が

た
ま
く

そ
の
附
近
に
大
穴
牟
知
命
を
祀

つ
た
祠
が
あ
つ
た
の
で
、

年
は
こ
れ
を
修
營

し
て
加

茂
禪
瓧
即
ち
玉
依
姫
命
を
勸
請
し
合
祀
し
て
、
加
茂
大

明
神
-こ
稱

へ
た
こ
傳

へ
ら
れ
て
あ
る
。
(作
陽
誌

、
久

米
郡
誌
、
寺
傳
)

御

所

屋
敷

傳
記
に
依

る
に
、
時
國
公
の
御
弟
宅
の
跡
は
、
誕
生
寺
か
ら
東
北
に
方
つ
て
一
于

許
吻
離

れ
た
處

に
あ

つ
て
、
土
地
の
人

々
は
之
を
御
所
屋
敷
,こ
稱

へ
て
ゐ
る
。
今
の
誕
生
寺
は
時
國
公
の
舘
の
あ

つ
た
下
屋
敷
で
、
正
し
く
上
人
の
御
聖
誕

の
舊
地
で
あ
る
ε
傳

へ

ら
れ
て

ゐ
る
。
(
作
陽
誌
、
久
米
郡
誌
、
寺
傳
)

淨

土
院

こ
の
寺

は
も

・こ
天
台
宗
の
寺
で
、
時
國
公
の
舘

の
門
前

媒
あ

つ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
今
の
處
に
移

轉
し
た
。

故

に
今
そ
の

淨
土
院

の
跡
は
誕
生
寺
の
門
前
に
あ

つ
て
田
疇
、こ
な
つ
て
ゐ
る
。
但
し
上
人
御
誕
生
當
時
は
此
處
に
竹
本
院
ε
淨
土
院
-こ
の
二
院
が
あ
つ
て

淨
土
院

に
は
毘
首
羯
摩
の
作

ご
傳

ふ
る
御
長
三
尺
の
繹
釁
の
像
が
本
奪
-こ
さ
れ
て
あ

つ
た
が
、
か
の
誕
生
寺
建
立
の
時
に
、

本
覃

ε
共
に
院

主
も
誕

生
寺
に
移
佳
さ
れ
た
の
で
、
淨
土
院
は
途
に
無
く
な
つ
た
。
然
し
そ
の
院
主
の
名
及
び
事
蹟
等
は
今
知

る
こ
ミ
は
出
來
な

い
。(
作
陽

誌
、
久

米
郡
誌
、
蓮
門
精
舍
舊
詞
)
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